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 第３回宇都宮市景観審議会議事録 
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黒須孝宏書記，大根田厚史書記，篠原久男書記 
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＜１．開 会 ＞ 

書 記  

 

 

 

＜２．部 長 あいさつ＞ 

書 記  

 

栗 田 幹 事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【  開会前  】  

お忙しい中ご出席いただきまして，誠にありがとうございます。

定 刻 と な り ま し た の で ， 只 今 か ら ，「 第 ３ 回 宇 都 宮 市 景 観 審 議

会」を開会いたします。  

 

 

 開会にあたり，都市開発部長より，ごあいさつ申し上げます。

 

本 日 は ， 本 年 度 初 の 審 議 会 と な り ま す の で ， 開 催 に あ た り

ま し て ， 一 言 ご 挨 拶 申 し 上 げ ま す 。  

委 員 の 皆 様 に は ， 何 か と お 忙 し い と こ ろ ，ご 出 席 い た だ き ，

厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す  

さて， 本 市では 「 第５次 宇 都宮市 総 合計画 」 の目標 を 実現す べ

く，ま ち の魅力 を 高める 都 市空間 の 創出に 向 けた「 魅 力ある景観

づくり の 推進」 を 重点施 策 の一つ に 掲げ， 地 域特性 を 活かした魅

力あるまちづくりを進めているところであります。  

また， 本 市の景 観 行政に つ きまし て は，平 成 ２０年 １ 月の「宇

都宮市 景 観計画 」 及び「 景 観条例 」 の施行 を 皮切り に ，色彩景観

ガイド ラ インの 策 定や屋 外 広告物 規 制の見 直 し，景 観 アドバイザ

ー制度 や 助成制 度 の創設 な ど，様 々 な景観 施 策を進 め て参りまし

た。  

現在は ， 都心部 の 大通り 沿 いに景 観 形成重 点 地区を 指 定してい

くことで，勉強会等を開催しているところであります。  

今後と も ，これ ら の制度 を 有効に 活 用しな が ら，地 域 特性に 応

じ た 魅 力 あ る 景 観 づ く り を 推 進 し て ま い り た い と 考 え て お り ま

す。  

本日は ， 上河内 地 域の中 里 町で行 わ れてお り ます「 中 里原土 地

区画整 理 事業区 域 」とそ の 周辺の 地 域住民 か ら提案 の ありました

「景観 形 成推進 地 区」の 指 定内容 に ついて ， ご審議 い ただきたい

と考えております。  

この推 進 地区の 指 定につ き まして は ，地域 住 民の方 々 との意 見

交換を 重 ね，素 案 をまと め てきた と ころで あ ります 。 今後，この

ような 地 域住民 自 らの景 観 づくり に 対し， 積 極的に 支 援をしてい

きたいと考えております。  
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＜資 料 確 認 ＞ 

書 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３．委 員 紹 介 ＞  

書 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日お集まりの委員の皆様方には，今後とも，様々な観点から，

ご意見 ， ご提言 を いただ き ，活力 と 魅力の あ る景観 形 成を推進し

てまい り たいと 考 えてお り ますの で ，ご指 導 ご支援 の ほど，宜し

くお願い申し上げます。  

 

ありがとうございました。  

次に，本日の会議資料について確認させていただきます。  

先日，送付いたしました，  

・宇都宮市景観審議会委員名簿  

・第３回宇都宮市景観審議会次第  

・資料 １ 「景観 形 成推進 地 区の指 定 に伴う 宇 都宮市 景 観計画の変

更（案）について」  

    内容説明資料Ａ３版（資料１－１，資料１－２）  

・資料２「宇都宮市景観計画変更（案）」冊子  

・関係資料「宇都宮市景観審議会関係資料」  

となります。  

 また，本日の資料といたしまして，  

・説明資料１「景観形成推進地区の指定制度について」  

・参考 資 料「景 観 計画の 策 定（変 更 ）に伴 う 各審議 会 の役割につ

いて」  

となります。  

以上不足しているものがありましたら，お知らせください。  

よろしいでしょうか。  

 

今回は，委員の改選後，初めての審議会となります。  

ここで ， 改めま し て，委 員 の皆様 の ご紹介 と ，幹事 ・ 事務局職

員の紹介をさせていただきます。  

お手元の「宇都宮市景観審議会委員名簿」をご覧下さい。  

はじめ に ，委員 の 皆様を ご 紹介い た します の で，恐 れ 入ります

が，ご起立をお願いいたします。  

 

第１号 委 員とし て ，学識 経 験者の お 立場で ご 出席い た だいてお

ります  藤本  信義（ふじもと  のぶよし）委員です。  

同じく，赤羽  薫（あかばね  かおる）委員です。  
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＜定 足 数 報 告 ＞  

書 記  

 

書 記  

同じく，岡田  義治（おかだ  よしはる）委員です。  

同じく，上田  由美子（うえだ  ゆみこ）委員です。  

 

次に， 第 ２号委 員 として ， 関係団 体 からご 出 席いた だ いており

ます，岡田  豊子（おかだ  とよこ）委員です。  

同じく，増渕  薫（ますぶち  かおる）委員です。  

同じく，松澤  一男（まつざわ  かずお）委員です。  

同じく，渡辺  政行（わたなべ  まさゆき）委員です。  

同じく，高梨  道太郎（たかなし  みちたろう）委員です。  

 

委員の 皆 様方に は ，今後 何 かとお 世 話にな り ますが ， よろしく

お願い申し上げます。  

 

続きまして，幹事及び事務局職員を紹介いたします。  

＜各幹事，事務局職員紹介＞  

まず，幹事の紹介をいたします。  

都市開発部長の  栗田  健一（くりた  けんいち）です。  

都市計画課長の  宇梶  嘉修（うかじ  よしなが）です。  

また，本日の付議案件に関しまして，臨時幹事といたしまして，

北部区 画 整理事 務 所長の  山形  清 作（や ま がた  せ いさく ）

です。  

続きまして，書記の紹介をいたします。  

都市景観グループ総括主査の  大根田  厚史です。  

都市景観グループ主任の  松井  義幸です。  

都市計画グループ総括主査の  篠原  久男です。  

建築指導課指導グループ主任の  室町  真理子です。  

北部区画整理事務所中里原グループ主任の  藤江  政良です。

後に私，  

都市景観グループ係長の  黒須  孝宏です。  

よろしくお願いします。  

 

ここで，事務局より本会の成立についてご報告いたします。  

 

本日の会議でございますが，現在出席委員は９名でございます。
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書 記  

 

＜会 議 の公 開 ＞ 

書 記  

 

 

 

各 委 員  

 

書 記  

＜傍 聴 者 有 無 ＞ 

書 記  

 

書 記  

 

 

 

 

＜４．議 事 ＞ 

書 記  

 

 

 

 

＜仮 議 長 選 出 ＞ 

書 記  

 

 

 

 

これは ， 宇都宮 市 景観条 例 施行規 則 第３条 に ござい ま す『審議会

は委員 の 過半数 の 出席を も って開 催 する』 旨 を満た し ております

ので，会議の成立をご報告いたします。  

 

事務局 の 説明の と おり， 本 会議は 成 立して お ります の で，ただ

いまから議事に入ります。  

 

まず， 本 審議会 の 「公開 」 につい て ですが ， 本日の 議 案は，個

人情報 等 を扱う 案 件では な いため ， 公開と し てよろ し いでしょう

か。  

 

異議なし  

 

それでは，本日の議事については「公開」といたします。  

 

続きまして，事務局より本日の傍聴定員の報告をいたします。

 

本日の 会 議につ い ては， 傍 聴定員 １ ０名の と ころ， 現 在，傍聴

者は１名となっていることをご報告いたします。  

審議の 公 開に際 し ，傍聴 者 の方へ 申 し上げ ま す。お 手 元の「傍

聴要領 」 に記載 し てある こ とをよ く お読み に なって ， 審議の進行

にご協力ください。  

 

それでは，早速「４．議事」に入らせていただきます。  

本日の 会 議でご ざ います が ，宇都 宮 市景観 条 例施行 規 則第３条

により『会議は会長が議長となる。』また，会長及び副会長の選出

にあた り まして は ，同規 則 第２条 に よりま し て『委 員 の互選によ

る。』こととなっております。  

 

本日は ， 委員委 嘱 後 初 の 会議で ご ざいま す ので， ま だ議長の

職務を 行 う方が い らっし ゃ いませ ん 。つき ま しては ， 議長が決定

するまでの間，『仮議長』を選出し，議事を進行してまいりたいと

存じます。『仮議長』の選出について，誠に僭越ではございますが，

事務局に一任いただいてよろしいでしょうか。  
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各 委 員  

 

書 記  

 

 

 

赤 羽 仮 議 長  

 

 

＜５（１）ア 会 長 ・ 

副 会 長 選 出 ＞ 

赤 羽 仮 議 長  

 

 

 

渡 辺 委 員  

 

 

 

赤 羽 仮 議 長  

 

 

 

 

 

各 委 員  

 

赤 羽 仮 議 長  

 

 

赤 羽 仮 議 長  

 

上 田 委 員  

 

異議なし。  

 

ありがとうございます。  

それで は ，本日 出 席の委 員 の中か ら ，赤羽 委 員に仮 議 長をお願

いしたいと存じます。赤羽委員よろしくお願いいたします。  

 

只今， 事 務局よ り 仮議長 に 指名さ れ ました 赤 羽です 。 議長を努

める会 長 が選任 さ れるま で の間， 皆 様のご 協 力をい た だきながら

議事を ス ムーズ に 進めて い きたい と 考えて お ります の で，よろし

くお願いいたします。  

 

それで は ，会長 及 び副会 長 の選出 で ござい ま すが， 先 ほど事 務

局からの 説明があ りました とおり，「 委員の互 選による。」と ご ざ

います。委員の皆様，ご意見ございますか。  

 

これま で も宇都 宮 市の景 観 行政に お 携わり に なり， 都 市計画や

建築関 係 の分野 で 幅広く 活 躍され ， 経験豊 富 である 藤 本委員を推

薦したいと思いますが，いかがでしょうか。  

 

只今， 渡 辺委員 か ら藤本 委 員を会 長 に推薦 す る旨の ご 意見がご

ざいました。他にご意見ございますか。  

他にご意見がないようですので，お諮りいたします。  

当審議 会 の会長 と して藤 本 委員を 選 出する こ とにつ い て，ご異

議ございませんか。  

 

異議なし。  

 

ご異議 が ないよ う ですの で ，藤本 委 員を会 長 に選出 す ることに

決定いたします。  

 

続きまして，副会長ですが，委員の皆様，ご意見ございますか。

 

これま で も宇都 宮 市の建 築 分野の 第 １人者 と して長 ら く景観行
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赤 羽 仮 議 長  

 

 

 

 

 

各 委 員  

 

赤 羽 仮 議 長  

 

＜会 長 挨 拶 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

 

 

 

＜議 事 録  

署 名 委 員 指 名 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

 

＜４（２）審 議 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

 

書 記  

 

 

政にお 携 わりに な り，経 験 豊富で あ る岡田 委 員を推 薦 したいと思

いますが，いかがでしょうか。  

 

只今， 上 田委員 か ら岡田 委 員を副 会 長に推 薦 する旨 の ご意見が

ございました。他にご意見ございますか。  

他にご意見がないようですので，お諮りいたします。  

当審議 会 の副会 長 として 岡 田委員 を 選出す る ことに つ いて，ご

異議ございませんか。  

 

異議なし。  

 

それで は ，議長 を 会長に 交 替いた し ます。 ご 協力あ り がとうご

ざいました。藤本会長お願いいたします。  

 

只今，会長に推薦いただきました藤本です。  

この景 観 に関し て は，市 民 あるい は 県民， さ らに 近 では鞆の

浦など，国民的な関心の広がりもあるところだと思っております。

宇都宮 市 におき ま しても ， 熱心に 景 観行政 を 進めて い ただいて

いると こ ろであ り ますけ れ ども， 当 審議会 に おきま し ても，勉強

の機会 を 設けな が ら，委 員 の皆様 の 積極的 な ご協力 を いただけれ

ばと思っております。よろしくお願いします。  

 

それで は ，会議 次 第に従 い 会議を 進 めてま い ります が ，まず，

当運営 要 領第３ 条 に基づ き まして ， 本日の 会 議の議 事 録署名委員

といた し まして ， 赤羽委 員 と上田 委 員の両 名 を指名 い たします。

よろしくお願いいたします。  

 

それでは，議事に入ります。  

まず ， 事 務局 よ り 説明 を い ただ き ， その 後 ， ご質 問 ， ご意 見 を

いただきたいと思います。事務局より説明をお願いします。  

 

 それ で は，諮 問 事項を ご 説明い た します 前 に，今 回 の「景観形

成推進地区」の指定制度についてご説明いたします。  

 本 日 お 配 り し ま し た Ａ ４ 版 カ ラ ー の 説 明 資 料 １ を ご 覧 く だ さ
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い。  

まず， １ の概要 で すが， 景 観形成 推 進地区 は ，地域 住 民自ら 積

極的に景観づくりに取り組もうとする地区を「宇都宮市景観計画」

及び「 宇 都宮市 景 観条例 」 に基づ き ，色彩 や デザイ ン ，緑化など

の景観 形 成のル ー ルを定 め ，住民 主 体の景 観 づくり を していくも

のであります。  

２の景 観 に関す る 地区指 定 制度に つ きまし て は，宇 都 宮の特徴を

有し， 本 市の顔 と してふ さ わしい 地 区を市 が 積極的 に 地元へ投げ

かけな が ら進め て いく「 景 観形成 重 点地区 」 と地域 の 住民から提

案を受 け て進め る 「景観 形 成推進 地 区」の ２ つの地 区 指定制度が

あります。このうち，「景観形成推進地区」に指定されますと，地

区内で決めたルールが反映され，建築する際には，市に届出をし，

審査を 受 けるこ と になる た め，良 好 な住環 境 が担保 さ れる制度で

ございます。  

 また ， この推 進 地区の 指 定要件 で すが， ① 一団の 土 地の区域が

0.1ha 以 上で ，市 民や 事業 者か ら要 請が ある こと 。② 地区 内の 市

民または事業者の 2/3 の同意があること。この要件を満たしてい

れば，指定可能となります。  

この「 景 観形成 推 進地区 」 と「景 観 形成重 点 地区」 は ，市が 積

極的に 地 域住民 へ 投掛け て 取り組 む か，地 域 住民自 ら 提案して取

り組むか，の違いだけで，規制の仕組みは同じであります。  

 その た め，３ の 「景観 形 成推進 地 区」の 規 制につ き ましても，

景観形成重点地区と同じように，市全域の届出では，罰則はなく，

勧告にとどまることになりますが，「景観形成推進地区」は，景観

法第１ ７ 条に規 定 されて い る「特 定 届出対 象 行為」 と して，変更

命令や 原 状回復 命 令を行 う ことが で き，景 観 法の罰 則 が適用され

ることになります。  

次に， 右 側の届 出 対象規 模 の拡大 で ありま す が，現 在 の市内全

域の届 出 対象規 模 につき ま しては ， 高さ１ ０ ｍを超 え るもの又は

建築面 積 １，０ ０ ０㎡を 超 えるも の となっ て おりま す が，矢印右

の推進 地 区の届 出 対象規 模 は，建 築 確認が 必 要なも の すべてを届

出の対象と考えております。  

次に， ４ の手続 き の流れ で ありま す が，市 全 域の景 観 法第１ ６

条の届 出 につき ま しては ， 違反に 対 して勧 告 までと な っておりま
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すが， 推 進地区 内 につき ま しては ， 第１７ 条 による 変 更命令がで

き，これに違反しますと，景観法に基づく罰則の適用となります。

以上が，「景観形成推進地区」の指定制度の内容となります。  

 

それで は ，これ ら を踏ま え まして ， 諮問事 項 『景観 形 成推進 地

区の指 定 に伴う 宇 都宮市 景 観計画 の 変更（ 案 ）につ い て』をご説

明いたします。  

Ａ４版の資料１をご覧ください。  

まず， 趣 旨であ り ますが ， 中里原 地 区にお け る「景 観 形成推 進

地区」 の 指定に 伴 う「宇 都 宮市景 観 計画」 の 変更（ 案 ）がまとま

りましたので，その内容等について諮問するものであります。  

１の変 更 の理由 で ありま す が，中 里 原地区 は ，宇都 宮 の北部 に

位置し ， 北は羽 黒 山，南 は 豊かな 田 園景観 に 囲まれ ， 恵まれた自

然に接しております。この自然環境との調和を図りながら，「新し

い街」 と 「自然 」 が共存 し た住環 境 を創出 し ，緑豊 か な，ゆとり

と潤いのある景観形成が求められます。  

このよ う なこと か ら，こ れ らの実 現 のため に 街並み を 構成す る

建物や緑，看板などについてルールを定め，「景観形成推進地区」

に指定し，「宇都宮市景観計画」を変更しようとするものでありま

す。  

２の経 過 であり ま すが， 昨 年の１ １ 月から ， 区画整 理 区域内 の

地権者 と の話し 合 いを進 め ，今年 の ２月に は ，その 周 辺地権者と

の話し合い，さらには，アンケート調査や地元相談会を開催し，

８月に地権者代表から推進地区の要請を受理いたしました。  

これを 受 けまし て ，９月 １ 日から １ ５日に か けまし て ，素案 の

縦覧を 行 い，案 を 作成し ， 本日， 景 観審議 会 の開催 と なったもの

であります。  

３の計 画 の内容 及 び特徴 に ついて で ありま す が，ま ず ，別冊 で

綴じてあります「宇都宮市景観計画（変更案）」の資料２をご覧い

ただきたいと思います。  

今回の 中 里原地 区 の推進 地 区指定 は ，現在 の 「宇都 宮 市景観計

画」に追加変更するものであります。  

１枚めくって頂きまして，目次をご覧い頂きたいと思いますが，

第１章 の 景観計 画 の区域 や 第２章 の 良好な 景 観形成 に 関する方針
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など，「景観形成推進地区」に関わる項目につきまして，アンダー

ラインで表示しております部分を変更追加するものであります。

内容に つ きまし て は，１ ４ ページ を お開き く ださい 。 こちらに

「景観 形 成推進 地 区」の 区 域を掲 載 してお り ます。 ま た，３４ペ

ージを お 開きく だ さい。 こ ちらは 中 里原地 区 の景観 形 成推進地区

における基本方針を示しております。  

次に，４１ページをお開きください。こちらは，「景観形成推進

地区」 に おける 行 為の制 限 を記載 し ており ま す。ま た ，４５ペー

ジをお 開 きくだ さ い。こ ち らは， 屋 外広告 物 の制限 を 記載してお

ります。  

このよ う に，今 後 ，景観 形 成重点 地 区や景 観 形成推 進 地区など

を新た に 指定す る に当た り ，景観 計 画に順 次 ，追加 し ていく仕組

みとなっております。  

それで は ，これ ら の詳し い 内容に つ きまし て ，ご説 明 させてい

ただき ま す。お 手 元の A３ 版の資 料 １－１ を ご覧い た だきたいと

思います。  

まず，（１）の景観形成の目標及び基本方針（案）でありますが，

景 観 形 成 の 目 標 に つ き ま し て は ，「 快 適 で ゆ と り と 潤 い の あ る 緑

豊かな街並みの形成を図る」ことを目標に掲げております。  

また， 景 観形成 の 基本方 針 につき ま しては ， 住宅地 景 観ゾーン

に つ き ま し て は ，「 緑 豊 か な 環 境 と 調 和 し た 落 ち 着 き の あ る 住 宅

地の景観 形成」，沿 道サービ スゾーン につきま しては，「 周辺 と 調

和したゆとりと潤いのある住宅地の景観形成」を掲げております。

次に（３）の「景観形成推進地区」の区域（案）でありますが，

黒い線で囲まれている区域が，「中里原土地区画整理事業区域」に

なって お ります が ，その 区 域の周 辺 部を含 め た赤枠 で 囲まれてい

る区域を「景観形成推進地区」の区域としております。  

それらの区域のうち，緑の区域として「住宅地景観ゾーン」，オ

レンジ の 区域と し て「沿 道 サービ ス ゾーン 」 に分け て 景観形成の

方針や基準を設けております。  

続きま し て，右 半 分の（ ４ ）良好 な 景観形 成 のため の 行為の 制

限（案 ） であり ま すが， ま ず，① の 届出対 象 行為と し ましては，

建築物 及 び工作 物 で，建 築 確認が 必 要なも の は全て 届 出対象とい

たしました。  
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また， ② の行為 の 制限に つ きまし て は，左 端 の建築 物 及び工 作

物の項 目 では， 形 態意匠 と して， 色 彩の基 準 を日本 工 業規格であ

ります 「 マンセ ル 値」に よ り，別 表 １のよ う な色相 ， 明度，彩度

などの 数 値基準 を 設けて お ります 。 これは ， 平成２ ０ 年度に策定

しまし た 「色彩 景 観ガイ ド ライン 」 をベー ス に基準 化 したもので

あります。  

参考と し まして ， ２枚目 の 資料１ － ２をご 覧 くださ い 。中央に

建築物 等 の色彩 基 準が各 色 相ごと に それぞ れ ，明度 と 彩度の制限

枠を設 け ており ま す。こ の 枠内の 範 囲内で 建 築物の 屋 根や外壁の

色彩を 決 めてい た だくこ と となり ま す。右 側 の屋外 広 告物の色彩

基準につきましても同様となります。  

恐れ入りますが再び資料１－１に戻って頂きたいと思います。

次に， 緑 化につ き まして は ，有効 空 地や敷 地 の空地 部 分，敷地

内の道 路 に面す る 部分な ど には， 良 好な景 観 を形成 す るために植

栽等を 積 極的に 行 い，季 節 感のあ る 花や緑 を 用いる こ とで，まち

な み に 潤 い を 与 え る 演 出 に 努 め て い た だ き た い と 考 え て お り ま

す。  ま た，原 則 として ， 緑地面 積 の敷地 面 積に対 す る割合いわ

ゆる「緑化率」を５％以上確保することといたします。  

後に ， その他 と しまし て ，市全 域 の景観 計 画の大 規 模行為に

該当す る 建築物 及 び工作 物 につき ま しては ， これら の 基準のほか

に大規 模 行為の 制 限内容 に ついて も 遵守し て いただ こ うと考えて

おります。  

続きまして，２枚目の資料１－２をご覧ください。  

（５） の 屋外広 告 物の表 示 ・掲出 に 関する 行 為の制 限 （案）であ

りますが，住宅地景観ゾーンと沿道サービスゾーンに分けまして，

行為の制限を設けております。  

まず， 屋 外広告 物 全体の 共 通基準 と しまし て ，意匠 に つきまし

ては，（１ ）建物や 周辺環境 との調和 がとれた 意匠とし，（２ ） の

色彩に つ きまし て も地色 に 高彩度 色 の使用 を 避け， 周 囲の景観に

調和し た ものと し ていた だ きます 。 ただし ， 高彩度 色 の使用につ

きまし て は，広 告 物の３ 分 の１以 内 で使用 し て頂く こ ととしてお

ります。  

次に，総表示面積につきましては，住宅地ゾーンに限りまして，

１敷地内の表示面積の合計は，２０㎡以内といたします。  
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次に， 配 置・位 置 につき ま しては ， 道路上 に 張り出 さ ない位置

とし， 種 別につ き まして は ，自家 用 広告物 の みとさ せ ていただき

ます。  

次に， そ の他と し まして ， 広告物 の 照明に つ きまし て は，派 手

な電飾 等 を控え ， 点滅照 明 や映像 装 置等を 使 用しな い ものといた

します。  

また， 種 類別の 基 準も設 け ており ま す。ま ず ，屋上 広 告物であ

りますが，「住宅地ゾーン」につきましては表示しないことといた

します 。 沿道サ ー ビスゾ ー ンにつ き まして は ，既存 の 土地利用の

現状を 踏 まえま し て，高 さ ３ｍ以 下 で，表 示 面積４ ０ ㎡以内とい

たします。  

次に，独立広告物でありますが，「住宅地ゾーン」につきまして

は，一 敷 地内の 表 示基数 は ，２基 ま でとし ， 広告物 の 高さは，６

ｍ以下で，表示面積は１０㎡以内とします。また，「沿道サービス

ゾーン 」 につき ま しては ， 一敷地 内 の表示 基 数は， 必 要 小限と

し，広 告 物の高 さ は，１ ０ ｍ以下 で ，表示 面 積は２ ０ ㎡以内とし

ます。  

次に，壁面広告物でありますが，「住宅地ゾーン」につきまして

は，表 示 面積の 合 計は， １ ０㎡以 内 でかつ ， 壁面積 の １０分の１

以内であれば，掲出が可能といたします。また，「沿道サービスゾ

ーン」につきましては，表示面積の合計は，２０㎡以内でかつ，

壁面積の１０分の１以内であれば，掲出が可能といたします。  

また， そ の他の 広 告物に つ きまし て は，現 行 の屋外 広 告物条例

の基準を準用していただきます。  

以上が，「景観形成推進地区」の指定内容となっております。  

再び， A4 版の資料１にもどって頂きたいと思います。  

ここで 改 めて３ の 内容及 び 特徴に つ いてで あ ります が ，１点 目

として ， 建築物 や 工作物 等 に具体 的 な色彩 制 限を設 け たこと。２

点面として，緑豊な街並みを誘導するため，緑化率を設けたこと。

３点目 と して， 良 好な住 環 境を創 出 するた め ，屋外 広 告物の制限

を強化 し たこと 。 後に ， 今回の 中 里原地 区 は，地 区 計画と連携

して進めており，土地利用規制との一体的な景観形成を図ること。

としております。  

続きま し て，今 後 のスケ ジ ュール で ありま す が，本 日 お配りし
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た参考資料をご覧ください。  

景観計 画 の策定 （ 変更） に 伴う各 審 議会の 役 割につ い てであ り

ますが ， 現在の 景 観形成 に 係る規 制 ・誘導 の 仕組み に つきまして

は，景観法に基づく「景観計画」をベースにその運用を定めた「景

観条例 」 や景観 形 成の重 要 な要素 で ある「 屋 外広告 物 条例」と連

携し，一体的な取組みを行っております。  

そのた め ，景観 形 成重点 地 区ある い は，今 回 のよう な 景観形 成

推進地 区 の指定 を 行う際 に は，当 該 地区内 の 届出対 象 となる行為

や地区 を 追加す る ため， 景 観計画 の 変更や 条 例等の 一 部改正を行

うこととなります。  

図表に も あるよ う に，景 観 計画の 変 更があ る 場合， 一 番左の 景

観形成 重 点地区 や 景観形 成 推進地 区 を指定 す ると， そ の運用をす

る景観 条 例を改 正 し，推 進 地区の 指 定や届 出 対象と な る行為の追

加を行 い ，また ， 一番右 側 にある 屋 外広告 物 の制限 を 加える場合

は，屋 外 広告物 条 例と連 携 し，広 告 物景観 形 成地区 の 指定や許可

基準の追加を行うこととなります。  

２の現 在 ，景観 計 画策定 （ 変更） に 係る各 審 議会は ， 以下の ３

つがあ り ます。 ま ず，１ つ 目とし て 都市計 画 審議会 ， これは，景

観法第 ９ 条に基 づ く審議 に なりま す 。都市 計 画法と の 整合性を図

る必要 が あるこ と から， 都 市計画 の 観点か ら 意見を 聴 くものであ

ります。  

次に， 景 観審議 会 ，これ は ，景観 条 例第３ 条 に基づ く 審議に な

ります。景観全般（色彩，デザイン，屋外広告物等）について，

専門的見地から意見を聴くものであります。  

後に ， 屋外広 告 物審議 会 で，屋 外 広告物 条 例第２ ４ 条に基 づ

く審議 に なりま す 。屋外 広 告物の 規 制・誘 導 に関し て ，専門的見

地から意見を聴くものであります。  

そのた め ，３の 景 観計画 策 定（変 更 ）する 際 の手続 き としま し

ては， 景 観法， 景 観条例 及 び屋外 広 告物条 例 に基づ き ，各審議会

の意見を聴く必要があります。  

まず， 案 を作成 し まして ， 景観形 成 に関す る 総合的 な 審議を い

ただく 「 景観審 議 会」を 行 い，そ の 後，屋 外 広告物 に 関する審議

をいた だ く「屋 外 広告物 審 議会」 そ して， 景 観法第 ９ 条の法定事

項であ り ます「 都 市計画 審 議会」 を 行って ， 景観計 画 の決定へと
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手続きが進むことになります。  

恐れ入 り ますが ， ふたた び Ａ４版 の 資料１ に 戻って い ただき ま

して，４の今後の予定でありますが，今回の内容につきましては，

屋外広 告 物の制 限 内容に つ いても 盛 り込ん で おりま す ことから，

屋外広告物審議会を１０月２０日に開催する予定であります。  

また， 景 観法第 ９ 条の規 定 により ， 都市計 画 審議会 で の意見 聴

取を行 う 必要が あ るため ， 資料で は ，１０ 月 ２８日 と なっており

ますが ， 予定を 変 更いた し まして ， １０月 ２ ６日に 都 市計画審議

会を開催する予定であります。  

そして，１１月には，「景観形成推進地区」の指定に係る「宇都

宮市景 観 計画の 変 更」を 告 示し， １ ２月の 議 会に中 里 原地区の届

出対象 の 拡大な ど を規定 す る「宇 都 宮市景 観 条例」 の 改正案を提

案いた し まして ， 平成２ ２ 年１月 に 改正景 観 条例施 行 を予定して

おります。  

なお， 審 議会へ の 諮問に 先 立ちま し て行い ま した， 素 案の縦覧

につき ま しては ， 縦覧期 間 としま し て，平 成 ２１年 ９ 月１日から

９月１ ５ 日まで ， ２週間 縦 覧いた し まして ， 縦覧者 ４ 名，意見申

出者はおりませんでした。  

以上で 説 明を終 わ りにし ま す。ご 審 議の程 ， よろし く お願いい

たします。  

 

事務局 か らの説 明 が終わ り ました 。 ご質問 ・ ご意見 等 ありま し

たらお願いします。  

 

説明資 料 １の説 明 をして い ただき ま したが ， 景観形 成 推進地 区

の指定 要 件とし て ，②の 地 区内の 市 民また は 事業者 の ２／３の同

意があ る ことと な ってい ま すが， 同 意は得 ら れてい る のでしょう

か。  

 

現在は，ほぼ１００％の同意を得ている状況です。  

 

地区内の地権者は，何名いるのですか。  

 

景観形成推進地区の地権者は，８４名です。  
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松 澤 委 員  

 

 

 

宇 梶 幹 事  

 

 

 

 

 

 

区画整理事業の主体は，どこでしょうか。  

 

市で施行しています。  

また， 地 権者の 同 意につ き まして は ，要件 と して２ ／ ３の同 意

となっ て おりま す が，全 地 権者に 対 して了 承 いただ け るように地

区指定を進めております。  

 

実際に は ，説明 会 や相談 会 等を行 い ながら ， ほぼ全 員 の同意 が

得られたという感触でおります。  

 

同意書などは，もらっているのですか。  

 

同意書 は もらっ て いませ ん が，説 明 会等の 際 に意見 書 などで ，

反対な ど の意思 表 示が可 能 であり ま すが， そ のよう な ご意見がな

かった た め，全 体 として ご 理解が 得 られて い ると解 釈 しておりま

す。  

 

今回の 区 域の中 で ，沿道 サ ービス ゾ ーンに は ，営業 し ている 方

がいる と 思いま す が，住 宅 地ゾー ン は，営 業 されて い る方はいる

のでしょうか。  

 

営業されている方はいません。  

 

今後， い ろいろ な 営業を な される と 思いま す が，同 じ 営業を 行

う際に ， 住宅地 ゾ ーンと 沿 道サー ビ スゾー ン で，広 告 物の基準が

違いますが，各事業者から異論が出ませんか。  

 

区画整 理 区域の 中 では， 第 １種中 高 層住居 専 用地域 へ 用途地 域

の指定 も 変更す る ことを 予 定して お り，地 権 者の方 々 には十分周

知をしているところであります。  

その中 で ，住宅 地 ゾーン は ，良好 な 低層の 街 並みを 形 成する こ

とで， 地 権者の 方 々には 了 承して い ただい て いると 思 っておりま

す。  



 
 - 16 - 

 

山 形 幹 事  

 

 

 

 

 

 

 

松 澤 委 員  

 

山 形 幹 事  

 

 

 

 

藤 本 会 長  

 

宇 梶 幹 事  

 

 

 

 

 

 

 

赤 羽 委 員  

 

 

 

 

宇 梶 幹 事  

 

 

 

住宅地 ゾ ーンの 現 況につ き まして は ，１件 住 宅がご ざ います 。

そのほ か は，更 地 でござ い ます。 こ れから ， 景観形 成 推進地区を

指定し ， 規制， 指 導をし て いくこ と で，良 好 な街並 み が形成され

ていくことになります。  

今，区 画 整理区 域 内の地 権 者は， ３ ３名お り ，将来 の まちづ く

りに対 す るご理 解 があり ， 広告物 の 規制に つ きまし て もご理解い

ただいております。  

 

規制の内容は，地権者が説明するのでしょうか。  

 

建築の 確 認申請 の 際には ， 景観の 届 出を行 っ ていた だ き，市 の

方で指 導 する。 あ るいは ， 土地の 売 買に際 し て，土 地 の所有者か

らこの よ うな規 制 がある 旨 をお知 ら せする な ど，両 面 で周知する

ことになると思われます。  

 

用途地域の建ぺい率，容積率を教えてください。  

 

まだ， 都 市計画 審 議会へ 諮 ってい な いもの で はあり ま すが， 参

考とし ま して， 住 宅地ゾ ー ンの西 側 で第１ 種 低層住 居 専用地域に

つきま し ては， 建 ぺい率 ５ ０％， 容 積率８ ０ ％，第 １ 種中高層住

居専用 地 域につ き まして は ，建ぺ い 率５０ ％ ，容積 率 １５０％，

沿道サ ー ビスゾ ー ンの北 側 の第１ 種 住居地 域 につき ま しては，建

ぺい率 ６ ０％， 容 積率２ ０ ０％， 南 側の第 ２ 種住居 地 域につきま

しては，建ぺい率６０％，容積率２００％となっております。  

 

独立広 告 物の高 さ が６メ ー トルと い うこと で すが， 住 宅地ゾ ー

ンのう ち ，丘傾 斜 地があ り ますが ， ここに 独 立広告 物 が建つと，

県道藤 原 ・宇都 宮 線，あ る いは新 幹 線から の 眺望で ， かなり目立

つと思いますが，高さはどのくらいになるのでしょうか。  

 

このエ リ アは， 公 園予定 地 となっ て おりま す 。その た め，そ の

ような広告物は，建たないことになります。  
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松 澤 委 員  
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藤 本 会 長  

 

 

書 記  

 

現地を 見 させて い ただき ま したが ， 羽黒山 が 結構良 く 見える 所

なので，羽黒山への眺望を大事にしなければいけないと思います。

広告物 の 高さは ， ６ｍで ぎ りぎり か なと思 い ますが ， 用途地 域

の建ぺ い ，容積 で は緩い 規 制であ る ので， 建 物が問 題 になるよう

な気がしますがいかがでしょうか。  

 

沿道サ ー ビスゾ ー ンにつ き まして は ，あま り 厳しい 規 制を行 い

ますと ， 商業施 設 の立地 の 観点か ら も難し い 面もあ り ，やむを得

ないことと考えております。また，住宅地ゾーンにつきましても，

６ｍが 高 いかど う かの判 断 はあり ま すが， 地 権者の 了 解を得なが

ら設定させていただいております。  

 

公園予定地から，羽黒山は見えるのですか。  

 

公園からは，見えないです。  

 

住宅地 ゾ ーンに 屋 外広告 物 の制限 は ，必要 が ないの で はない で

しょうか。  

 

住宅地 ゾ ーンに お いても 営 業をす る 方がい ま すので ， そのた め

にも基準が必要となります。  

 

沿道サ ー ビスゾ ー ンの独 立 広告物 の 制限で ， 必要 小 限の基 数

とあるますが，どのくらいの数になるのか。  

 

基本的 に は，住 宅 地ゾー ン の基数 を もとに 誘 導をし て いくこ と

で考え て おりま す が，土 地 利用の 状 況や商 業 活動の 状 況によって

判断することになると思います。  

 

この屋 外 広告物 の 数値的 な ものは ， 地元の 方 々との 話 し合い の

中で決めていったことなのでしょうか。  

 

基本的 に は，現 在 の屋外 広 告物条 例 による 規 制との 調 整を図 り

ながら ， 市のほ う から地 元 の方々 に 提案を し ，話し 合 いでまとめ
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岡 田 委 員  

てきたところであります。  

 

現在の 屋 外広告 物 条例の 規 制と比 べ ると， 厳 しいの で すか。 緩

いのですか。  

 

現行の条例の規制よりは，かなり厳しい規制となっております。

 

厳しいとは，どの辺が厳しいのですか。  

 

屋外広 告 物の高 さ や面積 な どが， 厳 しくな っ ており ま す。例 え

ば，高 さ の制限 に つきま し ては， 現 行の条 例 の制限 で は，高さ１

５メー ト ル以下 と なって お ります が ，住宅 地 ゾーン で は，高さ６

メート ル 以下， 沿 道サー ビ スゾー ン では， １ ０メー ト ル以下と厳

しくなっております。  

 

用途地 域 の種別 ご とに， 屋 外広告 物 条例の 基 準が決 ま ってい る

ということですか。  

 

現在の 屋 外広告 物 条例は ， 市内全 域 を４つ の 地域に 分 けまし て

基準を 決 めてお り ます。 用 途地域 に つきま し ては， 市 街化調整区

域と住 居 系の用 途 地域， 商 業・工 業 系の用 途 地域な ど ，大きなく

くりの中で，分けております。  

 

新幹線 の 車窓か ら 見た景 観 も重要 で ，上河 内 は，前 景 に田園 景

観が広 が り，中 景 として 羽 黒山， 遠 景に日 光 連山な ど が見える場

所であります。  

沿道サ ー ビスゾ ー ンの屋 外 広告物 の 色彩基 準 で，彩 度 ８以下 と

なって い ますが ， 赤や黄 色 系の彩 度 ８は， か なり目 立 つような気

がしますが。  

 

今後の 手 続きと し て，屋 外 広告物 審 議会で 審 議いた だ けると の

ことですので，この意見を踏まえて審議いただければと思います。

 

今回の よ うに， 自 主的に 景 観形成 を 行って い くこと は ，非常 に



 
 - 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇 梶 幹 事  

 

 

藤 本 会 長  

 

 

書 記  

 

 

 

 

 

 

岡 田 委 員  

 

 

 

宇 梶 幹 事  

望まし い 形だと 思 います が ，この 景 観法は ， 景観形 成 重点地区や

景観形 成 推進地 区 だけで 決 まって い るわけ で はなく ， 宇都宮市の

景観計画では，１９ページに，地域ごとのゾーンニングがあって，

そのゾ ー ンごと に 景観形 成 の方針 が あり， 上 河内地 域 は，山地丘

陵景観 ゾ ーンや 田 園集落 ゾ ーンな ど に景観 形 成の方 針 が細かく決

められています。  

山並み や 河川か ら の軸あ る いは， 新 幹線か ら の眺望 な どを地 区

として 決 めて， こ ういう 規 制で良 い という こ とでは な く，大まか

にはこ う いう方 針 のもと に 決めら れ ている と いうこ と を地権者の

方々あ る いは周 辺 の方々 に も説明 し ，理解 し ていた だ く必要があ

るのではないでしょうか。  

例えば ， 眺望へ の 阻害す る 要因が あ るとす れ ば，こ の 地域は 作

れない 地 域です よ 。とい う ような 考 え方が な いと， 地 区だけの議

論にな っ てしま う と，少 し 違った 見 方にな っ てしま う ので，広い

視点で話を進めていってほしい。  

 

今後， 推 進地区 や 重点地 区 などを 指 定する 際 には， 広 い視点 を

持って検討していきたいと思います。  

 

今まで の 地権者 と の検討 の 中で， 眺 望など に ついて ， 地権者 の

方から話題にでましたか。  

 

地権者 の 方々か ら は，眺 望 などの ご 意見は 伺 えませ ん でした 。

どうし て も地区 内 の地権 者 の方々 な ので， そ の地区 を どうしたら

良いかという話になってしまいます。  

今後は ， このよ う な時に ， 行政側 か ら広い 視 点を持 ち ，地権 者

の方々 に 誘導し な がら話 を 進めて い くこと が 必要で あ ると考えて

おります。  

 

緑化の 項 目で， 緑 化率を ５ ％にし て いるが ， どのよ う な形で 調

和を図 っ ていく の でしょ う か。届 出 があっ た 時にち ゃ んとした指

導が行えるのでしょうか。  

 

緑化の 制 限は， 過 度に規 制 を加え て も守れ な いと意 味 があり ま
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せんの で ，今回 の 緑化率 ５ ％につ き まして は ，地権 者 の方々との

話し合いで決められたものではあります。  

資料１ － １の図 に もあり ま すよう に ，敷地 の 道路沿 い を生垣 な

どにし て いただ く ことで ， 確保で き ること と なって お ります。こ

の程度であれば，無理のないものであると考えております。  

緑化率 は ，投影 面 積で５ ％ となり ま すので ， 地被類 で も可能 と

する， あ るいは 低 木，中 木 など細 か い内容 に ついて は ，今後検討

することになると思います。  

 

民地は ５ ％です が ，道路 や 公共施 設 につい て も５％ と いうこ と

になっているのでしょうか。  

 

道路や 公 共施設 は 別で， １ つの敷 地 に５％ と いうこ と で考え て

おります。  

 

街並み の 景観に 緑 は大切 な もので あ ります が ，高木 や 中木， 年

間を通 し て緑と な るもの ， あるい は 季節感 の あるも の ，実が生る

もの， 将 来的に 考 えた時 に ，緑の 魅 力を持 た せるよ う な樹種の選

定も考慮すると良いと思います。  

工業団 地 での緑 化 率を設 定 してい る ところ も ありま す が，芝 で

も緑地 と なる。 そ のよう な ことで は なく， 面 積に対 し て本数的な

ものを検討していただけると良いのではないでしょうか。  

赤羽委 員 のお話 で もあっ た ように ， 車窓か ら の風景 は 田園景 観

が広が っ ていて ， とても す ばらし い ところ で すので ， 建物や看板

などの 色 彩の規 制 もきち ん と指導 を してい っ た方が 良 いと考えま

す。  

 

今回の 緑 化につ い ては， 地 権者と の 話し合 い の中で 決 められ て

おりま す が，今 後 ，この よ うな地 区 を指定 し ていく 際 には，全体

の景観 の 考え方 や 緑化率 ， 樹種な ど を踏ま え ながら ， 進めていき

たいと 考 えてお り ます。 し かし， 地 域住民 の 理解を 得 られないル

ールづ く りも実 効 性がな い ので， そ のよう な ことも 含 めて検討し

ていきたいと考えております。  
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藤 本 会 長  

この景 観 形成推 進 地区は ， 要件と し て住民 か らの要 請 がある こ

ととありますが，要請があったのでしょうか。  

このよ う な地区 を 見本に し て，今 後 ，推進 地 区を増 や してい く

考えがあるのでしょうか。  

 

実際に は ，地元 の 方々か ら 積極的 に 要請が あ るとい う ことは あ

りませ ん でした が ，区画 整 理が行 わ れてい る という こ ともあり，

市が入 り 込んで ， 地元の 方 々と話 し 合いを 行 い理解 が 得られたこ

とで，結果として推進地区での要請という形をとったところです。

 

緑化率 の 話です が ，戸祭 台 団地み た いに， 塀 は高い ブ ロック は

いけな い などの ル ールや 緑 化協定 み たいな も のは考 え なかったの

でしょうか。  

 

今回は ， 景観の 観 点から 緑 化を図 る ことと し ており ま すが， そ

の他に，都市計画の手法として，地区計画という制度があります。

この地 区 につい て は，こ の 地区計 画 も進め ら れてお り まして ，

その中で垣，柵の制限を定めております。  

 

この中 里 原地区 は ，垣， 柵 の制限 と して， ブ ロック 塀 は高さ ６

０ cm 以下で，その上は透視可能なフェンス又は生垣などにしてい

ただくことで考えております。  

 

強制力として，勧告などがあるのですか。  

 

違反になりますと，勧告することになります。  

 

緑化協 定 は，高 木 ，中木 ， 低木を 何 本とか ， 戸祭台 が そのよ う

に決まっています。  

 

戸祭台 は ，風致 地 区にも な ってお り ，緑化 率 ３７％ と なって お

ります。  

 

この地区の１敷地は，２００㎡ぐらいですか。  
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低が，２００㎡となります。  

 

敷地が ２ ００㎡ の ところ に ，高木 を 何本も 植 えると ， １０年 ，

２０年 経 つと， 大 変なこ と になり ま すので ， その辺 の コントロー

ルも検討しないといけないですね。  

 

景観形 成 の目標 で すが， ど この住 宅 団地に も あては ま るよう な

表現と な ってい て ，特に こ の地域 は ，羽黒 山 があり ， 眺望への配

慮が必 要 なとこ ろ なので ， このよ う な特色 を 活かし た 表現を加え

られないでしょうか。  

 

地権者 の 方々と の 話し合 い の中で ， 決めさ せ ていた だ いたと こ

ろであり，現段階で，目標を変えることは難しいですが，今後は，

地区の 特 性に応 じ た特徴 の ある表 現 を検討 し ていき た いと考えて

おります。  

 

売り出 し のパン フ レット な どで特 徴 を表現 す るなど ， 工夫し て

いただければと思います。  

 

ひと通 り ，みな さ んから ご 意見を い ただい た ところ で すが， 全

体として，諮問事項（１）「景観形成推進地区の指定に伴う宇都宮

市景観計画の変更（案）について」はよろしいでしょうか。  

 

異議なし。  

 

それでは，異存なしとして答申いたします。  

以上で本日の議事は終了致します。  

 

続きまして，５．「その他」の事項に入ります。  

 事務局より何かございますか  

 

 お手 元 に資料 な どは， ご 用意し て おりま せ んが， 部 長からの話

にあり ま すよう に ，現在 ， 大通り 地 区を景 観 形成重 点 地区の指定
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に向け て ，協議 会 を設立 し ，地元 の 商店街 や 自治会 ， また関係機

関とし て ，栃木 県 やまち づ くり推 進 機構な ど を加え ま して，話し

合いを進めているところであります。  

 宇都宮駅西口から東京街道との交差点までの約 1.6km の区間を

検討し て いるわ け ですが ， かなり 延 長があ る という こ とで，５ブ

ロックに分けまして，検討しているところです。  

なかな か ，範囲 も 広く， い ろいろ な 地権者 が いる中 で ，どこ ま

で今年 度 進むか わ かりま せ んが， ご 理解の 得 られた 所 からでも重

点地区 に 指定し て いけれ ば と考え て おりま す ので， 案 がまとまっ

てきましたら，ご意見をいただこうと思っております。  

また，今年度から，白沢地区につきましても重点地区に向けて，

地元の 方 々と検 討 会を立 ち 上げま し て，話 し 合いを 始 めたところ

であり ま す。こ ち らにつ き まして も ，まと ま り次第 ， ご意見をい

ただこうと考えておりますので，その時はよろしくお願いします。

以上となります。  

 

読売新 聞 の記事 で ，小山 市 が屋外 広 告物の 質 を向上 さ せよう と

いうこ と が載っ て いたの で ，審議 委 員さん へ の情報 提 供というこ

とで，詳しい情報をお願いしたいと思います。  

 

小山市 の 屋外広 告 物ガイ ド ライン が できた と いうこ と で，そ の

概要についてご説明いたします。  

小山市 に 確認し た ところ ， ガイド ラ インは ， 平成２ １ 年６月 に

策定さ れ たもの で ，現在 ， 運用を 開 始した ば かりの よ うでありま

す。  

特徴と い たしま し ては， 土 地の利 用 状況に 応 じて， 市 内を４ つ

の地域 に 区分し て おり， 小 山市の 景 観計画 と 連携し た ものとなっ

ております。  

その４ つ の地域 ご とに， 屋 外広告 物 の種類 に 応じて ， 色彩の 色

数，支 柱 （ポー ル ）など の 色数な ど を定め て おりま す 。また，具

体的な デ ザイン 指 針とし ま して， シ ミュレ ー ション や イメージを

わかりやすく解説している内容となっております。  

策定の際には，市内の屋外広告物業者との３回の勉強会を行い，

また現 在 は，窓 口 などで の 届出の 際 に配布 す るなど し ，周知を図
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っているようであります。  

簡単で す が，以 上 が小山 市 の屋外 広 告物ガ イ ドライ ン の概要 と

なっております。  

 

屋外広 告 物のて び きとい う のを小 山 市が作 っ たとい う ことで す

ね。参考情報ということで，ありがとうございました。  

 

その他に事務局から何かございますか。  

 

特にございません。  

 

委員の皆様から何かありますでしょうか。  

 

 でき れ ば，現 地 の写真 な どがあ る と，よ り わかり や すくなると

思いま す ので， ご 足労で も 写真な ど をご用 意 いただ け るとありが

たいなと思います。  

 

今朝， 職 員と話 し ていて ， 現地調 査 が必要 だ ったと 反 省して お

ります 。 なかな か 時間的 に 難しい こ ともあ り ますが ， 本来であれ

ば，現 地 を見て い ただい た 方が議 論 がさら に 深まる と 思いますの

で，委 員 ご指摘 の 通り， 今 後は， で きる限 り ，写真 等 をご用意で

きるようにしたいと考えております。  

 

それで は ，これ を もちま し て第３ 回 宇都宮 市 景観審 議 会を閉 会

いたします。長時間のご審議ありがとうございました。  

 

終了。  

 

 


